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低開発諸国を, かりに小国壁，大国型，ますぐ人口適 

少型，人口過剰里に大別すれぱ，5 億を越える人口を 

抱えるインドは人口過剰型の大国に該当しよう。イン 

ドは数多くの人ロ過少型の小国と比較して，独立当初 

より政府主導型の経済開発を志向しており，低開発譜 

国のなかではもっとも完備された開発計趣を実施して 

いるp iといえよう。 . ’
‘ 一'般に现在の低開発諸琴では，過去，における先進国 

以上に経済発展に対する期待が大きく，そのために政 

府に課せられる役害Hは大きいように思われる。そのな 

かでも,多くの東南アジア諸国によって代表される人 

ロ過少型の'j、国は，相対的に大きな比重を占めている 

従来の一次産品輸出部門に俄拠して開発を推し進めて 

きたことももって，そこでの政府の経済に対する介入 

は，どちらかというと市場機構の整備という形で要請 

されてきたといえるであろう。これに対してインドに 

代表される人口過剩型の大国は，その経済的拱摸の大 

きさからして，従来の-^次産品業のみならず，工業 

部門をも含めた経済の多部門にわたる均衡的発展を志 

.1りする傾向にあった》各ま業のH5jで均衡のとれた発展 

'を目街すというととは/ 経济の述営がかなりHj‘®i的で
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あり，またS 給き足的でなけれぱならないことを.意味 

する，とりわけインドの場合では，r社会主義型J社会 

の達成が政治的にも耍請されていることから,政府の 

経済の介入，経済開発における政府の役割力'レ段と故 

化されたものであることが予想されるのである。 .

ここでの課題は，人口過剩里の大国であるインドに 

おける政府主導型の経博開発政策の特色とその問題点 

を若千明らかにすることにある。本稿の構成は，次の 

通りである。第 1 節では，独立達成以前に提唱された 

幾多の開発計画熟案を検|^することによって，インド 

経済開発の理念に接近するつもりである。第 .2 節では,. 

インドの開発政策の基調をなす開発計画の機構と☆案 

過程との検計を通じて, インドの開発計画iめ構-港を明 

らかにし, 第 3 節では，主要な決譲ならびに法令を概. 

m しながら，いかなる原則に立って経済政策が展開さ 

れてきたかを検討することにしたい。第 4 節では,イ 

ンドの開iM f画の問題点を政府の経済に対する大幅な 

介入と，投資配分上の戦略の2 点に集約しイソドの . 

開発政策をやや批判的に説じていくつもりである。

■ 第 1節開発計画前史

インドが経済開発計画を実施に移したのは1951年 4 

月からで'ある力包括的な開発プラニソグを実施しよ 

うとの動きは1930年前後までに適ることができる。当 

時，ッ速で契施されていた第1 次 5 ヵギ計画がネル一 

を中心とする国は会議派の指襟層に多大な刺激を与*え 

たことはポ定できない。はやくもI92が!i に则崔された 

0 民会譲派めラホ一ル舍識では，「インド!II民の货困 

を除去し国民大衆の生© 条件を改善するためには， 

現今の社会，経済構造にi，ギ命的な变取をもたらし極 

度な不平等をなくすことが肝要でるJ との決議が採 

択された。さらにld31年の力ラチ会激では, P朦は基

インドの経済開発政策

幹産業，鉱物資源ならびに運輸施設を所有‘運営すベ 

きやあるとの決議が採択された。もっとも，ラホール 

決議ならびに力ラチ決議の段階て:は，いまだ開発計画 

に対する具体的な偶想はあらわれて、なかゥた。

そもそもインドで最初に提唱された開発計画は，

1934年にM . ヴィスヴユスヴァラヤが発表したr id力，

年開発計画J ,である。この計画の主眼は工業化の達成 

におかれ, 計画機構に関する構想も同時に明示された，

何分にもこの計画は個人が堯ましたものだに，その 

社会的な影響力はそれほ;ど大きいものセはなかったが，

ヴィスヴェスヴァラヤ自身，後に国民会議派の国民計 

画委員会のメンバーになったためもibって，国民l i.画 

委員会の活動にはかなりの影響を与えたものと思われ 

る。

インド国民会議派で開発プラニシグ力'填体的に梭討 

されるようになったのは，1937年に作業委員会が開他 

されてからである。そこでは大規模な国家メラユング 

の.必要性が唱えられるとともに，開発t十画の準傭を担 

当する享門家委員会の設立が決譲された。1938年 2 月 

のハリブラ会議で当時の国民会議派譲長S ，C ，ボー 

スは，計画についての基本的な考えを明らかにした。

クごのなかでかれは，短期ならびに長期の計画よりなる 

包括的計画の立案, 主要産業の国家による所有♦運営，

地主制度の撤廃をも含めた土地改革のま施を提唱し 

当時有力であったガンジ一の考えに反して近fセ工業の 

必要性をも強調した。

1938年 1 0月には国民会議派が支配する地域より召 

策されたま業大臣会議が開催され，国民計画委員会 

National Pl.anning Conimit1；Ge の設立力';決議された。.国.

民計画委員会には利言や立場を異にするメンバーが参 

加していたために, 経済‘社会政策の基本原則に好し 

ては意見が分かれていた，たとえば，国家が経済に対 

してどれほど介入すべきかという点i t関しては，所得 

の平等な分配を強調する社会主義者と,企樂活動の自 

出と利潤動機をできるかぎり保持し配面よりも生 

産旧に力点をおこうとする大金業の代者とが真向か 

ち対立した。また，エ菜化をin るに当っても，重工業 

を重視する立場と在来の農-村工業をffi視する立場との

間に意見の食い違いがみられた。をれて♦も，国防ま業 

ならぴに公益-ま:業については国家によって所有，運営 

されるべきであるとの決譲が採択され，甚軸ま業につ 

い't も国有イヒされるべきであるとの意貝■力;参数を占め 

た，国民計画委員会は10力年で国民所得が2 ~  3倍に 

なり，それにつれて国民の衣食住が改#されるでちろ 

うとの展望を試みたが，具体的な開発計画の立案は行 

なわなかった。第 2 次大戦突入すると，地方の会纖 

派j j t t は解散し，国民計画委員会のメンバ'-の何人か 

は投獄された。とりわけネル" 力t投談されたととは同 

ま員会の活動にとって決定的な打ぜとなり,大戦中は 

同養員会は形式的に存在したにすぎなかった。：

他方,ィシド政庁は大戦中に戦後復興の青写真を作 

成するための爱員会を執置した。その委貴会は後に復 

與委貝会に改組され，総督が譲長についた。さらに 

1^44年には，タタ一財閥の重役の指導のもとで計画， 

開発局が設置された。計画 • 開発局は復與委M会とと 

もに開発計画の立案に当った。インド政庁が提示した 

開発計画は， 5 力年の中期計闺と15力年の長期計画よ 

りなり，內容は大胆かつ包括的なものでった。この 

計画は社会的間接資本の整備r f f i点をおき，大規模エ 

業の必要性を認める一方では，地域間の均衡のとれた 

発展を目指すうえで農村エ壤の重要性をも認めた。ま 

た新規産業の国有化を予想するとともに,.社会福祉的 

な配慮をも行なった。このはかにも計画，開発局は, 
1945年 4 月に以下のような内容の産業政策声明☆発表 

した。この声明は1948年に発表された産業政策声明， 

1956年に発まされた産業政策決議とほぽ同様の内容を 

もち，独立後のインドの経済政策の原則ともなった。

《I)約ゆの主要産業は中央政府の支配下におかれるベ 

きである。 ’
(2润家的重要性を有する基礎的座業,すなわち航空 

機 , 自動車およびトラクター，化学製品および染 

料，鉄銅，発動機，運搬i | V 電気機械, 機械機器, 
および電子化学す]:らびに非鉄金属産業の振興を図 

ることは® 家利2^として重要でる力；ゆえに,十 

分な民間資本が期待できない場合に;は，こうした 

産業は国有化されるべきである。

注（1 ) Visvesvarayya, Planned Economy /o?* India. (Banglore Press. 1934)
(2 )  Hanson,ん H" The Process of Planning： A  Study of India's Five-Year Plans 1950—1964 (Oxford University 

Press, 1966) p. 30.
(3 )  Nehru, J" The Discovery of India (1946), pp. 402^3 Giv 飯脱 山訳『インドの発見ぁお波謝^̂  昭和 31 

^10/ 558-9 ペー'ジ6
(4 )  Hanson. A. II,, Ibid" p. 37. *
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{3)産藥の発展を規制するうえで政府は産業設立の許 

認可権をもたねぱならないであろう。途-業労働者 

■ に公正な賃鎭と相当な労働条件を確保させ，民間 

資本が過族な利潤を獲得するのを防ぎ，さらには 

工業製品の質を確保するためにも，統制は必要と 

されるで'あろう。

政府は運輸施設の開お，電力の開発，科学•産業 

研究ならびに技術教育のための設備の供与などを 

通じて産業の発達を支援するための第一義的な貴 

任を鱼わなければならない。政府は資本の調達を 

: 支接することによって，関税.租税政策を実施す 

ることによって，また外国から資本財を調達する 

ことによって産業を支接しなければならないで
け〉’

以上のようなインド政庁による計画活動は,インド 

のためというよりもイギリスのためのプラニングとし 

て意因されたものであり，インドの独立という基本的 

な問題を避けて通ろうとしたものであるとの批判がな 

されている。にもかかわらず，インド政庁が提ポした 

開発計画はイソドにおける最あ;の政府レベルの計两iで 

あり，独立後に英施された開発計画に大きな影響を及 

ぽしたこと'は否定できない。この計画のもとで着手さ 

れたプロジCCクトの多くは,，そのまま第1 次 5 力年計 

画に組み入れられたのでもる。 ,

上述のイ :ノド政庁による計画活動が契機となって， 

1944年にはポンペイ，プラン，人民プラン，ガンジー- 

プランと あいついで3 つの計画が民間人によって発表 

された。ボンペイ . プランは別名タタ一= ビルラ. プ 

ランとも呼ぱれ，インドの有力な卖業まが中心、となっ 

て作成したもので，国民計画委員会が提示した報告書 

よりも経済開発計画と呼ばれるに相応I A 、内容を傭え 

ていた0 なお，ボンペ イ ，プランに署名した実業家8

第 1 表 ボ ン ペ イ ，プランの資金配分

(堪位千万ルピー）

エ 業 4,480

農 業 1,240

運輸 • 通信 940

教 W 490

m 生 450

住 宅 2, 200

そ の 他 200

計 1. 10,000

出所：_A Brief Memorandum Outling A Plan of Economic 
Development For India, 1944. (Roy, A.，Plannhtg 
in  India, p. 48 より引用）

も強調された。農業では，主として生まfes大の観点か 

ら技衛改良の果す役割が重視されたが，それと同時に 

地主制度の撤廃と農業協同組合の設立が提唱された。

ボンベイ，プランは大企業の実業家が作成したf十画で 

はあるが，力、なり急進的な内容をもちあわせていた。 

すなわち,所得の不平等を是正するという観点から界 

進的な直接税の創設，公益ijf業ならびに基幹業の国 

有化，さらには社会保障政策の採用などがプランに盛 

り込まれていた。ボンベイ，プランは分配上の観点か 

ら資本主義制度がもつ不備を指摘しその改造を狙っ 

たのであるが，資本主義制度を根底から変茶すること 

に対しては慎重な態度をとった。ボンベ イ ，プランが 

発表されたときには国民会議派の主だった指導者が投 

欽されていたこともあって，挙®政府を樹立しかつ 

近代工業と平等:な社会の実現を唱ったこの計画は，当
C6)

時多くのインド人の共感を呼んだ。

ガンジー，プランはS ，N ，アガルワラがガンジー 

の考えを生かして作成したもので，10年間で国民全体

名のうち4 名までが国民針画委員会の行励に参加しての物的ならびに文化的な水準を墓本的な水準までに引

いた。ボンペイ. プランの目標は15年問で1 人当り所 

得を倍増することにおかれ，目標達成のために15年間 

で国民所得を3 倍に，すなわち農業生産を2 倍に,エ 

業生座を5 倍にすることが要請された。この計画の資 

金配分の内訳は第1 まに掲げた通りである。全体とし 

ヤ工業部とウわけ機械 , 化学工業を中心とするM 

工業ならびに基幹産業に開発映略上の優先権が与えら 

れたが，廣用面を考盧して小媒模，家内工業の重要性

法（5 〉 Roy, A., Planning in India
(6 )  Roy, Am Ibid,, pp. 49—55*
(7 )  Hoy, Am Ihid.* pp. 55—56, Hanson, A. H,, !Md., pp. 42—43

きj ；げることを目標に揭げて，農業ならびに補助的な

家内工業の発達を最優先しようとした。この計画では,

士地の国有化，重工業部門の公営化，外国企輩の漸進

的な賀収など;̂ ';唱えられている一方では,素朴で自給

自足的な村落共同体の美徳が説かれており，ガンジー
(?)

の理想とする社会像が描かれている。また人民プラン 

は，インド労働速盟の後援のもとでM ，N ，ロイが作 

成したも'ので，1：業では公共部門の拡大が，また農業

Achievement and ProUetns (Calcutta, 1965) p‘ 48.

40(<?5の
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では地主制度の撤處と農業生まの集産化が強く提唱さ

れており，全体として社会主義力';前面に押し出された

内容になっている6 なお，ボッペイ，プランは鎮1 次

5 力年fh面の原型になったのに対して，この人民プラ
( 8 )

ンは第2 次5 力年計画の原型になったと、われている。

第 2 次大! 後，イソド国民会議派とムスリム連盟と 

の間に成立した暫定的な迪立政権のもとで計画諮間委 

貴会 Advisory Planning Boardが設けられた。同委員 

会は，大戦中におけるインド政庁の計画活動の成果を 

踏まえたうえで,、計画機構に関する具体的な提案を行 

なった。.現在のi t ® 委員会Planning Commissionの性 

格は，計画諮間委員会の活動を通じて形成されたもの 

と考えられる。針画I咨問委員会は外資に対しては警戒 

的な歯度をとるとともに, 石炭，盤油'，敬觸，動力， 

航空，河川輸送部門の国有化を提案したが,当時のイ 

ソド，バキスタンの分裂~という政治情勢からレて，同 

委員会のも'たらした反響は,.それほど大きいものでは 

なかった。

以上概観してきたように，インドでは独立達成以前 

よりすでに幾多の開発計画が提唱されており，そめ主 

張するところ'もそれぞれ異なっては'/、るが，他方にお 

いて経済開発上の典通した理念を見出すことも可能で 

ある。その最大公約数として次の3 点を举げるととが 

できよう。第 1 に，外国依存の経済より脱却し，経済 

的自立を達成するうえで, 工業，とりわけ重工業の発 

達が開発戦略上もっとも優先されたという点である。

第2 に，塞幹産業ならびに公益事業の国有化ないしは 

国営化を含めて，経済活動に対する国家の大I]®な介入 

が要請されたという点である。この点に関し'?;は,実 

業家が起草したボンペイ.プランのなかでも認められ 

ているところである。もっとも，針画準備過程に大企 

業の代表者力'溜極的に参画したとい:うことは，基幹産 

業の国有化ないしは国営化が必ずしも徹底された形で 

実施され•もものではな、ことを示唆している，第 3 に， 

農業では土地改革の実施，農業協同組合の設*が強調 

されたという点である。こうした譜点は，独立達成以 

降に実施された経れ政まならびに経游計画の基調をな 

したということができよう。 ■

第 2 節インドの計圆機構

インドは1947年 8 月15日に独立を達成した。独立後 

3 年間は，政治的統合，憲法の制定，避難民の救済と 

いった問題のために本格的な経済開発政策は展開され 

なかったが，コロンボ，プランt 契機として，1951̂ 1̂̂  

4 月より第1 次 5 力年計画が開始された。雨来，20余 

年経過し, 途中1966年から69年にかけて3 年間の中断 

はあゥたが，現在まで4 次にわたる5 力年計画が突施 

されズきた。との経済計画の立案と実施は，インドの 

経済政策のもっとも重要な側面を構成するものといえ 

よう。ここでは，インドの計画機構と針iffiiの立案なら 

、びに実施のメカニズムとを梭3^することにしたV、。

インドの計画機関でもっとも重要なものは，計画委 

員会と圍家開発蔣議会National Development Council 

であろう。経済発展のための国家計画を立案する機関 

が計画委員会である。計画委員会は，政府の決議によ 

って1950年に設立され，その後の経済評画の立案に携 

ってきた力' ; ,憲法上, あるいは法#なんらの権限も 

有しない内閣の諮問機関である。しかしその果たす役 

割は重大である。計画委員会は，次のような権能を有 

するものとされている。

U)インドの物的，資金的，人的資源（技術者)を查 

定すること，およびインドの必要量に比べて不足 

しているこれらの資觸を増す方法を検討すること。 

{2)インドの資源をもっとも効果的かつ調和をもって 

利用する計画を作成すること。

(3》計回!実行の段階を規定し，各段階が満たされるよ 

うに資源を配分すること。

《4)経★ 発展を遅らせている要因を明らかにし，社会 

的政治的現状に照らして計画を首尾よく冥施する 

ための条件を決定すること。

(5)計画力;各段階であらゆる側面からみて，首尾よく 

実施されるために必要とされる計画機構の性格を- 
明らかにすること。

(6)計画のすべての段階での進涉状況を評価し，それ 

により必要とみなされた政策の調整を勸告するこ.

注（8 〉 Das Gupta, A. K., Forward to Choudhury R., The Plans for Economic Development of India《Calcutta, 1959)’ 
p. vHi. , ,

( 9 )  Hanson A. H., Ibid., p. 45.
(10) U. N,> Economic Bulletin for Asia and the Far

『経済DH発と行政』, ni本ュカフ:n協会，I旧和4饰义邦訳，152-57
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.画が対象とする間題J;こは中央政府に属する問題だけで 

なく，州に属する問題も多く含まれている。農業, m  

i l . 土地改幕，社会福祉といった州関係の支出は,第 

1 次計画では70%に，第 2 次，第 3 次計画では65%に 

達している。第 2 に，計画要員会に州の代衷者が参加 

していないということで，州の代!??者が参加する'国家 

開発银議会が設立されたわけであるが，計画に対する 

嚴認権は同藤議会にはない。第 3 に，州はその財源の 

大半を中央政府からの贈年ならびに貸付に仰いでおり， 

そうし：財政上の主従関係を通じて，中央政府は州に 

:対する介入を強めてる（第2ま参照)。

第 3 節インドの産業政策

■. 、 ,
ここでは，インドの経済政策を根底から想定してい

るいくつかの重要な決議ならびに法令を檢討ずること 

'によって，ぽ有化ならびに国営化政策，さらには民間 

部門に対する広範な経済統制によゥて代まされるイン 

ド海合ife済の産業政策の特質を明らかた•していくつも 

り,やある。

今日のインドで採用されている国有化な、しは国営 

化政策についての基本的な考え方は, 1930年代後半に 

国民会議派に属する国民計画委員会が採択した決議に 

まで適ることがでさる。そとでは，国防ま業と公益事 

業を国有化するとともに，基幹産業の®有化ないしは

注(14) JagotR, S, P., i m  
( 1 5 )本稿では，大杉一雄編『インドー経倚と投資環境J.

参者にした。

国家綺制を强化するとの考えが打ち出されたが，具体 

的にどの座業力個有イ匕されるぺきであるのかという点 

に関しては明確さを欠いていた。当時としては，国有 

化の範囲を狭く解釈する傾向があり，既存の民間企業 

を国有化することに対しては, 反れの意向が強かったd 
独立達成後, イシドでは国家の介入すべき範Mをめ 

ぐって論争が生じた。この論争は，19.48年 4 月に発ま 

された産養政ま声明Industrial Policy Statem entによ 

ってひとまず解決された。との声明では, r現に操業 

中の: 業単位を接収して運営するよりも，新規の企業 

単位に生産を集中することJ が重視されたレ国家が介 

入すべき部門は,次の3 つに分類された。すなわち，

第 1 の範畴は，国まヵ缴占すべき産業で，それには， 

武器および軍需品，原子力，鉄道運輸の3 つが含まれ 

る。第 2 の範晴，は，新現金業の設立が，国家的利害か 

らして民間企業の協力を必要とすると認められる場合 

を 除 、ては国家によって独占される産業で，それには, 

石炭, 鉄鋼，航空機製造，造船，電話 . 電信および無 

線棒の製造，(ただしラジオ受信機を除く），银洲の6 部門 

が含まれる。第 3 の範崎は，それ以外の全産業が含ま 

れ, それらは通常民間部門に開放される。すc M し,第 

3 表に揭げられている第'3 範晴のま業は重要な基幹産 

業であって，「その立地は全インド的な重要性をもつ 

経済的耍因によって決定されなければならず,あをい

は多額の投資な、しは高度の技術的熟純が必要k  $ れ

■

(プ?>ァ経済研究所、昭和43イ[ i )付録mに収録されている邦訳を
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イシドの経済開発政策 

第 2 表の財政支出と中失援助 (1|1位：100方ルピー）

第 1 次計画 第^次 H•画 第 3 次計画 第 3 次計画 1966/67 1967/68
期年間平均 期年間平均 期年間平均 最終年次 年度 .年度

(決算） (決算） (決算） • m m (修正） (予算）

1. 中央からめ交付税 653 1,422 2,392 2,761 3,726 3.701
2. 中央からの赠与 575 1,492 2 .606 3,477 も195 も431
3. 小 計 (1+2) 1,228 2,914 も998 6, 238 7,921 8,132
4. 州経常支出 も793 7,869 H  543 18» 923 22,014 24,268
5.

6.

中央援助/州経常支出 
(3-f4, %)
中央からの借敦

25.7 

1,579

37.1

2,822

34. 3 

6,203

32.9  

8 .314

35.9 

9,162

33 .5 

7, 288
7. 州資本支出 2,128 も743 9,378 13,242 12,296 13,610
8. ■4̂；̂援5^/州資本支出 75.1 59.5 66. 3 61 .9 74.3 53.6
9. 中央援助総額(3+6) 2 ,825 5,736 11,201 1も 452 17,083 15.420

10. 州支出総額(4+7) 6,921 12, 612 23,021 33, 375 3 も 310 37,878
11. 中央援助総額/ 州支出総額 . 40.8 45. 5 46.9 43.4 49.8 40.8(9-flO, %) 1

I i|liiwiw»wi|,l|i w !tun«.«in n-Tn»niiinn-nrrT— p -~l，. ------- ---- ----
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け)計画委員会に課せられている義務の履行を容易に 

するような中期的ないしは補助的勘告を行なうこ 

と。すなわち，経済の現状に照らして現行の政策 

手段，開発プログラムをこついての勸告を行なうこ 

と‘さらに中央ないしは地方政府により助言を求 

められた問题の調査を行なうこと。

計網委員会は，本来，連邦IS家，議会制民主主譲， 

それに植祉国家という梓組のなかで経済発展のための 

国家計画を立案するとともに，政策ならびにプログラ 

ムを提示. 調盤し，さらにそれを評価する機関である。 

計画委員会は9 人のメンパーで構成され，そのうち4 

人までが中央政府の閲僚である。譲長は首相が兼任す 

る。pii僚が計0 ざA 会のメンバ一になることで，計画 

の実瑰可能性が高まることが期待されたのである。し 

たがって，計画委員会は内閣と密接な関係にあると考 

えることができる。その他の閣僚は，計画養*会がそ 

の閣'僚の管轄に属する問題を討譲する場合にのみ計画 

委員会に参加することが許される。これに対して,計 

画委員会のメソバ一は内閣経済委員会のすべての会議 

に，また経済問題を扱う閣議に參加する。各翁より出 

される経済上の提案は，内閣に提出されるに先立って 

計画委員会で検討される。また計画委員会のメンバー 

は，以下に述べる国家開発評議会にも参加する。この 

ように，計画委員会は内閣と密接な関係にあるととも 

に，たんなる諮問機関以上の権限を有しており，その 

地位もかなり高いといわねばならない„

ととろで，インドは連邦制を採用しながら，州の代 

表は計画委員会に参加することができない。そうした 

不満を解消チろためにI952年に®家與宪審議会が設け 

られた。開発計画の州政府間での調整は，この国家開 

発審議会を通じて行なわれる。国家開発>審議会は，次 

のような機能を有するものとされている。

U)経常的にf h i jの進展を評価すること。

(2润家開発に影響をもつようなffi耍な社会経済政策 

を検i'f、i■すること。

《隙 i•画された0 標を達成するための方策を勧告する 

こと。それには，国民の積極的参加と協力を得る

こと，行政の能率を高めること，遅れている社会 

や一の律 0 を十分に発展させること，すべての 

市民の平等な儀牲において開発に必要な資源を創 

出すること，などが含まれる。 ■

国家開発審溝会は，インド中央政府首相,各州政府 

首相ならびに計画委さ会のメンバーより溝成されてい 

る。同嫌譲会は計画を咸認することのほかに，中央政

および州政府に勤告することができる。

計画の立案と実極のメ力ュズムは以下の通りである。 

はじめに計轉委員会は経済発展の暫定目標を提示する。 

その目標が政府に■よって承認されると，それは5 力年 

目標に仕切られる。計画委員会と中央ならびに州政府 

の代表者で構成される作業部会が,部門別に設置され 

る。作寒部会は部門別の長期発展目標と5 力年イ§展目 

標を提示するとともに， こうした目標を達成するた 

あに必要とされる具体的な政策とプログラムを策定す 

る。作業部会からの報告書にもとづいて，計画ま員会 

は計画についての覚え書きを作成し，内閣と国家開発 

評議会がそれにつV、て審議する。内閲と国家開発評譲 

会が覚え書を讓認すると，評画の草案が用韋され,そ 

れは議会を中心に広範に檢討される。中央の智庁なら 

びに各州は，それぞれに属する分野み具体的な計圆を 

作成するが，それは計画委員会との協譲を通じて修正 

される。協議と修正をもとにして,計画の最終案が作 

成され，一般に71̂ 認されるに先立って国家開発審議会 

に提出される，嚴認された針画は政府に伝達され，実 

施される運びになるわけである。計画が実施される段 

階で, それは年次計画に区切られる。年次計画ぱ，予 

算案として議会に提出される前に計画委員会の頭:認を 

必要とする。

ところで，連邦制を建前とするインド憲法では,計 

画委貴会を含めて計画機構については何らふれられ 

ていない。それにもかかわ'らず，f t 画ま員全は中央政 

府の内閣とともに,インドの経済政策の根幹をなす針 

画策定めうえで重喪な役割を果たしており，中央ji3c府 

は計画を通じて州に対して大きな影響力を及ぱしてい 

る。これは，次の3 点にあらわれている。第 1 に，針

法(11〉 もっとも，初期にはこうした方策はしばしぱ裏HfcIHた。IHJ汝はそれぞれのIf糖絡の間週に関心をもちすぎる;ま 

り*I 包括的なプラニングの突現が极なわれる城向にfoゥたからである。Honey, J* IL, Planning and the Private Seclofr 
(New York, 1972). pp. 13-18.

( 1 2 )注( 1 0 )と同様。

(13) Jagota, S.P., "Some Constitutional Aspects of Planning** in Braibanti & Spongier (eda) Administratmi and 
Economic Development in  India (N, C .,1963), p p ,173—201.
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第 3 表 1948年の産業政策声明と1956年の産業政策決議の比較表

〔1948年声明:)

1 ^ 1 1 の« する«

第 2 範晴
企業の新設については国 
家がもっぱら責任を角う 
部門

第 3 範囑
民間企業に通常開放され 
た部門，ただし重要とさ 
れるものは，産業(開発 
及規制）法 (1951) により 
規Jiiljされる。

I . 兵器，軍需品および国防施設の関連品目 

'2. 原 子 力

3 . 鉄 道 運 輸 . ■  \
4 . 航 空 運 輸 19S3年国有化される

5 . 発電，配電..‘…政府の想制下におかる

6 . 鉄 m
7 . 航空機製;!II
8 . 造 船 ，、

9 . 石 炭

10. 電話，電話ケープル，電信，無線機器 
(ラジメ-受信器を除く）

I I. 鉱 物 油

12. 鉄鋼鋳造，锻造

1 3 .重機械，プラント

1 4 .重電気プラント（蒸気タ一ビンを除く）

1 5 .鉄鉱石，マンガン鉱，クローム鉱，石こう， 
硫黄，金，ダイヤモンド採鉱

1 6 .銅，亜能，錫，モリプデン，タングステンの 

採鉱，冶金 ，

1 7 . 1953年原子力（生産及利用統制）法に規定され 
た鉱物

認可親則第3 条に定める「小鉱物J 'I 
物

ウムおよび

1 8 . 1949年被 
- 以外の全鉱物

1 9 . 『A j喪fc含まれていないアルミ 
非鉄金属

2 0 .工作機械

2 1 .合金，工具鋼 '
2 2 .化学工業に必要な原料

2 3 .抗生物質およびその他の主要医薬品

2 4 .肥 料

2 5 .合成ゴム

2 6 .石 炭 乾 溜 .
2 7 .化学パルプ

2 8 .道路運輸  ，’
29‘ 海上運輸

、 .  '

残りの全産業

〔1956年決議:)

，中央政府の独占する部門

<Aま〉

企業の新設についてほ国家 
が? っぱ^責任を負う部門

< B表〉

国家がしだV、に参加して、 

倉業も活動しうる部門

〈0 ま〉
民間企業の主導権により開 
発

インドの経済開発政策

した背景のもとで，1956年には4がftの産業政策声明を 

改定した産業政策決議Industrial Policy Resolutionが 

採択された。

こ0 産業政策決議は，第 2 次 5 力年計画だけでなく，

その後の第3 次， 4 次 5 力年針画の土台になっている 

だけに，とくに重要である。そこでは：社会主義型社 

会を実現するために，「経済成長率を高め，工業化を 

早め，とくに® 工業と機械製作工業を発展せしめ，政 

府部門を拡大し大規模に増大する協同組合部門を建 

設することが重要でちるJ と強調されるとともに，「基 

幹かつ戦略的重要性をもつ，または公益事業的挫質を 

有するすべての譜産業が，政府部門におかれることJ 

が要求されている。こうした点を踏まえて，産業政策 

決議では産業政策声明と同様，第 3 まに掲げられてい 

るように産-業が3 つの範畴に分類されている。第 1 の 

範鶴は，その将来の発展に対してもっぱら国家が責任 

を食う産業である。ただし鉄道ならびに航空輸送，

武览ならびに軍需品，および原子力は，中央政府の独 

dii部門とされている。第 2 の範晴は，漸進的な国言化 

が予定されている産業であって，■-般に国家が新規企 

業創設の主導をとるものから構成されている。そこで 

は，民間企業もS 家の努力を補完するととが助待され 

ている。第 3 の範晴は，その他すベての産案から構成 

され，その将来の発展は一般に民間部門の主導性に任 

されている。しかしながら，これら3 つの範晴による 

政府部門ならびに民間部門の'活動範Ifflは必ずしも明確 

なものでなく，実際のところ，その区別は弾力的にな 

されている。かくして，56年の産業政策決議では社会 

主義型社会の実現を目指して，48年の産業政策声明以 

上に政府の主導性が主張されているにもかかわらず，

それは直接には産業の国有イ匕には結びつか"f, より緩 

かな形での産業の統制と媒制，経済発展の計画化へと 

結びついていったものと考えられるのである。

それでは，基幹の民間企業に対する統制と規制はも、

力、なる形で行なわれてきたのであろう力、。この間題を 

考えるに当っては, 1951年に成立した産業(開発，親制）

法 Industries (Development and Regulation) A ct.が重要 

である。同法は1953年と56年に改正されて今日に1/、た 

っており，現在，同法が:適用される逾藥は3 8産業，

162業糖に及んでいる。 同法のもとでは，{1)適用業極 

の既存企業の所有者は政府に登録しなけれぱならない

注(16) m m 付録m。

( 1 7 )前掲書，第!!部§1,
( 1 8 ) fインドの経済|3f说HI.画とま綴の檢討J (アジア経済研究所，昭和37年) 第1章。

こと, 《2)中央政府の許可なくしては，企業を新設した 

り，新製品を製造したりすることができず，また，登 

後企業の大規模な波張もしくは企業所在地の変更を行 

なうととができないこと，さらに，{3》中央政府は，指 

定産業の企業に関して生産量の減少, 品質の低下， m  

格のつり上げがあったと認められる場合には，調査を 

行なうことができ，（4トニうした調査にもとづWけこ指示 

に当該企業が従わない場合には，政府はその経営を接 

収あるいは管理できるとと力;定められている。もっと 

も，とうした規定のうち現実に履行されたのは，登録 

および許可制が中心であったということが指摘されて 

ぃる。

さらにインドの中央政府は，たんに生産面だけやな 

く , 流通分醇に対しても統制を行なう権限が賦与され 

ている。政府にこうした権限を与える法令には，ま業 

(開発，鋭制）法 と 1 9 5 5年に制定された重要物資法 

Essential Commodities A c tがあるが，とくに後者の方’ 

力'ぐt 耍である。この法令にもとづいて，政府m 旨定さ 

れた场資に対して，その価格の設定を舍めて生産，貯 

蔵，輪送，分配，処分，収得*または消費を統制する 

ことができる。同法で指定されている重要物資は，飼 

料，石炭およびコークス類, 自動!^部品およが付属tテ 

綿織物および毛織糖，食料品（油類を含む) ，鼓鋼製品， 

紙製品，右油製品，原綿および綿実，原ジュートより 

構成されるが,現在では別に10品 @が追加されている。 

また, この法令でとくに法目されるのは，中央政府に 

よって任命される受命統制赏ヵ滴正価格, 流通,品質 

なと'に関して，力、なり自由栽量的な統制をなしうると 

いう点である。 '
以上の考察を通じて，いくつか0 点が導き出される 

であろ，う。第 ]•に，インドでは重工業優先型の開発方 

式とともに, . 基幹産業の@有化ないしは営化力適業 

政策の根幹に据えられているという点である。すでに 

述べた基幹産業のはか，1955年には帝国銀行が，56ギ 

には生命保險事業が国有化された。第 2 に，民問企業 

活動が政府の広範な統制下におかれているという点で 

もる。こうしたことから生じるいくつ力、の問題点にゥ 

いそは，次節で梭討することにしたい。

i5 ( 6 3 5 )

出所 : R. C. Agrawal, State Enterprise in  India, p. 104*
(古奴正則rィソ ドの国有部P iO h『経済学雑誌J 52巻 1号46ページ）

るものでをるから，これらは中央政府の媒制と統制を 

うけるものJ とされている。 ^
ところで，生廣の継続的拡大とその公乎な配分の確 

做の経済的m要性を独調し，かつ国家が摩號にお'^、て 

漸次能励的な役割を拡げてゆくことを確認したダit藥政 

策声明が発まされてから2 年後に，ィンド憲法が制5̂  ̂

され，ra家政策に関する指襟原则が確認された,さら

に1954年の議会において，「インドの経済社会政策の 

目的は，『社会主義型社会』を建設するととでなけれぱ 

ならないJ との決議が採択されるにいたった。かくし 

て厂社会主義塑社会J ,を速設するうえからも，また第 

2 次 5 力年旧，画に感り込まれている政府主襟による重 

工業礙先型工業化ガ式を実現するうえからも，新たな: 

産業政策が要謝されるようになったわけである。こう，

44 ( 0 4 )
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注(21) Malenbmim, W., Modem Indians Economy (Ohio, 1971) p. 101； Chclliah, R. J‘， Fiscal Policy in  Unchrdeveloped 
Cotmtries (Oxford, 1959), p. 188.

(22) Chelliah, R. J,, Ibid., p ,189.
(23) Shenoy, B. R, pp. 167—8. '
(24) Myrdal,G., Asian Drama (New York, 1968) p. 921,
(25) My int. H», Economic Theory and Ihidmkvehped Countrm  (Now York, 1971) (波辺刹夫はか訳ヴ発国の経 

清迎論』，m m w r n m , 昭和4牌）第i33に .
(26) Myrdal,G., Ibid., chapter 19.

. ■ 4 7 ( ^ 5 7 )

しかほめていなかった反面，同期間中の国民貯蓄率は， 

それぞれ7. 2 , 10 .5%であった。また，公企業よゥ得 

られる財政余剰の大部分は，公共投まの減価償却に当 

•てられるという。かくして,国民貯蓄傘を引き上げる 

ためには'，歲入力幅に削減されることが要請される. 

のである。ちなみにシノイの計算によれぱ , 1955/ 
56年から1961/62年にかけて中央ならびに地方政府の 

歳入規模が1955/56年の水準に抑えられていたら,‘国 

民貯蓄は30%增大したであろうとされX いる。またイ 

ンドではかなりの赤字財政がみられ，第 3 次計画期間 

中消費者物価が45%上昇したが，その原因の1 つは， 

利用可能な資源を上まわった投資計画が実施されたこ 

とに求ることがゼきよう。したがって，インフレを 

抑制する意味からも，公共部門の支出計画が大幅に削 

減されることが要請されるのである。

国家の経済に対する介入を質的に，すなわち国家が 

経済に対して直接間接に行なっている統制という観点 

力、ら検討してみると，どうであろうか。第 2 節， 3 節 

で考察したように，連邦制を建前とするインドでは， 

本来は州に属する事頃までも，中央政府によって中央 

集権的に計画されるとともに,計画を実施するうえで 

民間部門に对して広範な統制力凄施されている。イン 

ドの民間金業は，「重要な場合はもちろんのこと，さは 

ど重要でない業務上の決定を行なう場合ですら，事前 

に行政当局から許可を受けなければならない。さもな 

ければ，後になって政麻からその許可が取り消される 

危險があることを覚悟しなけれぱならない」の で る 。

統制は，大きく間接統制と直接統制の2つに分類す 

ることができる。間接統制は，市場機構を通じて行な 

われる統制で, その手段としては, 外国為替相場，利 

子率，国営企薬の価格政策，関说，補助金，価格支持 

政策などが拳げられる。直接統制とは,行政機構を通 

じて行なわれる統制であるが，それを適用する際にし 

ぱしば行政、こぎ局の個人的判断が含まれるために，ほ由 

栽量的統制とも呼ばれる。直接統制のもとでは, 割当, 
許Til制といったさまざまな方法で生産要素ならびに生

産铁の数量が制服される，インドでは，座業 (開発，、说 

制）法や重要物資法で規定されているように，行政当 

局にかなりの{'!!由栽量権が認められズおり, 直接統制 

が網の目のように広^^に実施されている。インドにお 

いて直接統制（自由栽S 的統制)が間接統制よル優勢 

な理由としでは，次の3 つが者えられる。第 1 に,伝 

統的未組縱部門のみならず, 近代的組織部pijにおぃて 

もホ場機構が十分に作用，していない'ということヤある。 

市場機清が来発達で,価格がもつ誘因に对する反応が 

欠如しているところでは,自由栽量的統制を実施する 

余地が十分に残されているものと考えられているから 

である。第 2 に，経済発展は国家によつ.て引ぎ起こさ 

れ,誘導されるぺきであるとの権威主義的ないしは家 

父長主義的なィデォロギ一上の残洋がみられるという 

ことである。第 3 に, 広範に契施されている統制♦こ对 

して，行政宵, 政治家，ならびに大企業が既得権を-有 

しているというととである。

ところで統制がひとたび導入されると，それは自a  

増殖する傾向をもつ◊ 統制力'弗大すれぱ，当然,行政 

機構も肥:^化する。官惊的形式主義の非効卒性と仕事 

の連れは先進国においてすら悪名高いところであり，

低開発譜国では非効率性がその数倍になることが予想 

される。統制が増大すれぱするはど，それらを整合的 

に調整する必要が生じてぐる。たとえインドが低開発 

.請国のなかでもっとも発違した行政機構を有している 

としても，インド政府がこうした機能をどれほど行な 

いうろかは疑問である。また，直接統制はさまざまな 

弊害を生み出す温床どもなっている。

直接統制制度のもとでは，行政当局の恣意的判断が 

入り込む余地が十分存在する。企業は,活動を展開す 

るに^ って各種の許可，特許，ならびに輪入許可を查 

けなけれぱならないが, その場合，既存の大企業の方 

力I中小企業や新参企業よりも俊先される傾向にある。 

その結妬独占ないしは举独占が助長され，企業が新 

たに市場に参入することが困難になる。こうした状態 

は，インドで高く掲げられている目標の1 つである平

インドの経済開発政策田学会雑誌」67巻 7 号 （1974年7 月）

第4 節開発政策上の問題点

インドでは，（U貧困の除去, 《2》失業の解消，（3》エ業 

化の達成，01》社会主-熟型社会の達成という4つの主襄 

目標の実現を目指.して開発評画の推進がなされてき 

た。とうした目ぽを卖現するために，一*方では農業と 

消費財産業が相対的に軽视された形での重工業優先の 

工業化政策が採用され,また他方では卵発計画が中央 

箱権的に遲営されるとともに,広範な経済統制が実施 

されてきた。重工業俊先型の工業化方式と中央集権的 

な計画運営方式は，イシド混合経濟下の経済開堯政策 

の主要な特徵を構成すると同時に,数多くの重大な問 

題点を提起する源嚴ともなった。以下，インドが経済 

開発を推進するうえで生じた若千の問題を批判的に检 

討していくことにしたい。こめ点に関して，、インドの 

中夾策権的な経济政策に对して批判的な思解をもつシ 

‘ ノイは次のように述ぺている。 . ■ .

「インド経済は，国家統制的政策，統制，制限， 

許可, . 割当，特許などによって奇型化された，そ 

うした政策は，一方では生産の,活力を阻害し，廣 

出物の流れを妨げることによって経済成長を遅ら 

‘ せ，他方では賄胳とか汚職を？ Iき起こすことによ 

って国民の道徳水準を低下させた* これに加えて, 

‘ 比較生産費の法則に意図的に逆らって高度な，ま 

た脆弱な摩業構造が創出され'た。イソドの産業が 

生産した商品は，その質が劣悪であることと，費 

^ 用力;嵩むととIこよって一般に外国で販売されるこ 

とはない。はとんどの商 

品は,高度に保護されて 

おり，それ'らはイ'ンフレ 

がみられる国内市場にお 

いて:のみ販路を見出すこ 

とができるのでおる„」

イソドにおける開発政策上 

の問i s 点は，このシエノイの 

見解からも明らかなように， 

国家が:！的ならぴに賀的にい 

って経済に過度に介入して、、 

ることと，開発戦Pjfr上,重工 

業が過度に偏重されているこ

との2 点に免約されるであろう。

I 国家の経审ぺの介A 度

圍家の経済への介入は,量的と質的の両面から捉え

るととができよう。まず，®家の経漆に対する介入を

量的に，すなわち家財政の大きさという観点から検

計してみると，どラであるう力、 第 4 表で示されてい

るように，インドにおける投資総額は，第 1 次 5 力年

計画期間（1951〜56年〉,には350僮ルピー，第 2 次計画

期間（I956〜e i年) には620 億ルピー, 第 3 次計画期間

(1961-6 6 ^ p )には 1 ,0 4 0 億ルピー，第 4 次計画如間

(1%9〜74年）には2, 225億ルピーと飛灌的に増大した。

公共投資の占める比本も，第 1 次計画期間で53% で

ったのが，第 2 次， 3 次計画期間には61%1こ上昇した。

このように, イント，において公共投資が絶対的.にも，

相対的にも上昇傾向をたどり，託画が野心的な性格を

.帯るようになった背廣にはX それによって先進国か

ら援助を獲得するととを期待したこと，またそれによ

って国民を政舞し, 眠っている資減を-励員しようとし 
(20) ,

たことなどが考えられよう。 ‘
ところが，こうした政府部門の拡大に对しては， 0  

民貯蓄の引上げとインフレの抑制という観点から，一 

部の学者より批判の矢が向けられている。経済発展の 

前提として，貯蓄の増大が不可欠である。貯蓄は民間 

部門と公共部門の双方でなされるが,’インドの公共部 

門における貯蓄率はきわめす低い。たとえぱ, 第 2 次， 

3 次 5 力年針画にかけて公共部門で資本形成のために 

蓄積された財政合剰は，それぞれ全歳入の3. 6, 7. 8% 

第 4 表インドの開菊計画  .

第 1 次1) 
(1951〜邱）

第 2 次2〉
(1956〜61)

第 3 次3) 
(196M 6)

第 4 次原案4ぅ 
(1969-74)

投資総額(千万ルピー）

1 . 農業(灌a を含む）

2. 大 媒 模 工 業  
(®力鉱山を含む）

3. 小 塊 摸 工 業

4 . 運 輸 ，通 信

5. そ の 他  

公 共 投 資 比 率

3, 500
87B 
(25) 
805 
(23) 
175 
(5 )  
775 
(22) 
870 

' (25) 
53.0

6,200
1,180  

(19) 
1,810  

(29) 
270 
(4 )  

1,360  
(22) 

1,580  
(26) 

61.0

10,400
2,110

(20)
3,362

(35)
425
(4 )

1,736
(17)

2,497
(24)

61.0

22, 252 '
4, 417 

(20)
- 7,340  

(33) 
684 
(4 )  

4,143  
(18) 

5,668  
(25)

5 5 .1

1 ) , 2), 3) Malenibaum, W" Modern India's Emwnty (Ohio, 1971), p. 59 よりぢ iJli 
4) Publication Division, Fonrth Five Year 1969-74- Sumituir^ of the D raft (New 

Delhi, 1969) より作成

注 (19〉 Shcnoy, B, R" Indian Economic Policy (Bombay, 1968), p. 129. '
(20) Bauer, P，T" Indian Economic Policy dnd DewlopmenL (London, 1961), chapter V-
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インドの経博開発政策

から明らかなように，インドの工業産出高，とりわけ 

資本財廣出高の成長率が高V、水準にあった一̂方では，

，業産出高の成長率は思わしくなく，食糧の大幅な不 

足を外0 からの輸入ないしはP •助に仰がざるをえなか 

った。全労働者数のうち，約70%が農業に従事し，国 

民所得の約半数ヵ淮業部門で占められていることを考 

慮すると，インドの農業部門は基礎的座業としてより 

重視されるべきであるように思われる。これに反して 

インドでは，鉄鋼業を中心とする重工業部門が廣先的 

に汲われてきた。そのために,一方では多額の資本財 

ならびに原材料を外国から輸入せざるをえない状況に 

迫い込まれ, 国際収支が悪化するとともに,‘他方では 

需要面を十分に考慮せずに大量の設備投資がなされた 

ために，設備の稼動率は一段と低い水準に止まらざる 

をえなくなったのである。

結 語  ，

現在，ほとんどのf e 開発譜国は何らかの開発計画を 

採用し，経済開発を推進するための努力を払っている 

力';，経済発展はすべて政府り行動にのみ依存するもの 

ではない。包括的な開発計画を採用し，国家主導型の 

開発政策を城開しているインドといえども， その国 

民生産物の85%以上は,民間部門によって占められて 

いるのである。このような混合経済のもとでは，一般 

に政府は次のような機能を果たすことが要請さ’れてい 

る。 '
(1)法と秩序の維持。

(2》民間企業の活動★ 保証するよう.な適切な制度的梓 

組の盤備。

ね》通貨伽値の変動と0 際収支危擴を防止する有効な 

財政，金融]̂ (策の実施。

(4)厚生ならびに教育サ一ビスの提供。

政府が以上のも焚能を果たすという点に関しては異論 

のないところである。. しかしながら,以上の输囲を越 

えて政府がさまざまな統制を行なうとなると，多くの 

問題が生じること力巧 '̂想されるのでる。

ところで，インドでは独立当初より国家主導望の開 

発方式による急速な経済発展の達成と社会主義型社会 

の実現とが目指されてきた。そのためにインドは速邦

注(29) Bauer, P.T" Ibid., chapter VIL ,
m  A ュルダールによれぱ，一般に南アジアでは公布された政策がそのまま突施されず，また行政当局は国民に強制的に 

義称を課したがらない娥向にある。 ミュルダールは，とうしfc諸国を rソフト，ステートJ と呼んでいる。Myrdal,G., 
Ibid. p. 66. ‘

制を建前としながらも，その計画機構ならびに開発き!•
画の立案過糧からも明らかな.ように，かなり中央集権

的な政策を展開するとともに，いくつかのI I耍な決譲

ならびに法令にもとづいて基幹産業の国有化ないしは

国営化政策を軸に，国民経済全体に対して広範な規制

を実施してきた。しかしながら現在までのところ，予

期した通りの成果を拳げるにいたっていない。実際，

イソドでは過去4 次にわたる5 力年計画が契施されて

きたにもかかわらず，当初の目標成長率を達成したの

は，皮肉にもいまだ政府による介入がをれほど強、形

で打ち出されていなかった第1 次 5 力年計画だけであ

る。とのようなインドめ開発政策上の問題点は，開発

戦略の設定の仕方，さらには政府の経済への介入のあ

方と密接に係わゥているように思われるが，ここで

は後者との関連で議論を若干敷衍するこ，とにしたい。

インド政府は基幹業の国有化ないしは国営化を含め

て国民経済全体に对して広範な規制を行なっているが,

そこには実行上のi i 点からして克服しがたV、||点が存

在しているように思われる。換言すれば，インド政府

は法的には広範な経済上の権限をおしているにも力、力、

わらず，それを首尾よく実施に移しているようには思

われないのである。その理由としては，次の2 つを举

げることができよう。

第 1 に，民間企業は法の抜道を見出して政府による

規制の一部を回避するとともに, 大企業ともなれば,

直接統制のもとで既得権を有しているものと考えられ

るからである。政府と大企業との癒着は,独立以前の

開発画の策定過程やすでに生じている。インドでは

国家ま導型の開発方式をもとに国家による経ま統制が

網の目のように張りめぐらされているが，それは必ず

しも国家による徹制的な統制を意味するものではない。

このように政府力；民間部門に対•して広範な統制権を有

しながら，それを有効に実施しえないという現象は，

アジアの他の諸国でも共通にみられるところである力;， 
(30) •

インドではとくに顕著である 

第 2 に，統制を広範にわたって効率的に実施するに 

当っでは，各糖の統制を合理的に調整しなけれぼなら 

ないという困難な問題が生じること力t予想されるから 

である。インドのように包括的な計画を実施している 

極済のもとでは,次のような点からしても経済運営が
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等の原則とも相矛盾することになる。また，国際収支 

難に対他するうえで輸入数量規制が実施され，輸入業 

者に輸入許可証が発行されるが，輸入財に対するra内 

需要が高まることによって輪入財の国内市場価格が高 

腾すれば，輸入許可誰を得ている養者が法外の利益を 

獲得することになるのである。輸入許可の発行がもた 

らす別の現象として，工場における操業率が低下する 

ことが指摘されている。輸入許可は，生産設備が大き 

い企業に優先して発行されるの力';常であることから， 

輸A 許可を獲得するために企業はいきおい，設備投資 

に走り，その結果，超過生産能力から操業率の低下が 

みられるのである。さいごに，複雑な直接統制制度の 

もとで発生する大きな弊言は，闇市場と汚職である。 

政府官吏と金業家との癒着はよく指摘されるところで 

ある。たとえば，公共部門プロジ:クトに対する投資

額のうちの10%から40% は請負業者の懐に入るといわ 
(28)

れている。

かくして上述の点を勘案して，とりわけ自由主義を 

標榜する学者がらは，イソドの経済政策はあまりにも 

行政機構に頼り過ぎているがゆえに，一方では行政機 

構を簡素化し，他方では市場機構をよりいっそう利用 

すべきことが要請されるのである。

第 5 表

I I 開発戦略

次に*インドの経済政策上の間題点を資源配分の軟 

略という侧面から若于梭射してみたV、。第 2 次大戦後 

の一時期，多くの低開発諸国は，次のよラな開発バタ 

ーンを採用していたように思われる。多くの低開発諸 

国は独立を達成すると，経済的独立と経済発展を達成 

する有力な手段として輸入代替的工業化を志向した。 

すなわち，先進国からの影響を受けやすい従来の一^次 

産品輸出経済から脱却するために，消費財，さらには. 

資本財を国内で直接生摩することを狙いとする輸入代 

替政策を採用したのである。その結果，工業イ匕を志向 

するあまり，農業はどちらかというと軽視される顏向; 

にあった。投資資金の配分においても, また利子率，

を産物のini格の面においても，農業部門はややもする 

と工業部門よりも相対的に不利な立場におかれてぎた- 
のであろ。

イソドにおける開発戦路も，上述めバターンに沿ら. 

たものであるといえよう。第 4 表から理解されるよう 

に，インドでは第2 次 5 力年計画をもって重工業®先 

の政策が推進され，第 3 次 5 力年計画にもこうした政 

策は受け継がれた。1950/51年から1970/71年までの主 

耍項目の平均成長率は，第 5 まの通りである。このま 

インドの国民所得と摩出高

基準/単位 1950/51 1970/71 年平均成長率

国民所得（1960/61年度価格） 百方ルビ^ 9 2 ,420 189,425 3 .6

人 ロ 百万 358 547 2 .1
1 人当り所得(1960/61年度価格） ルピ * - 258. 3 346. 3 1 .5

農業産出高指数 1949/50=100 95. 6 180.4 3. 2

穀物産出高 1949/50 ニ].00 90. 5 182. 6 3 .5
1 へクク一ル耕地当&敷物産出高 1949/50 =  100 92.4 129,3 1 .9

1 人当り穀物産出高
.

kg .1 4 3 .1 
(1951/52)

185. 2 
(1969/70)

1 .4

工業産出尚 1960=100 . 54.8 180. 3 6. 4
(1951) (1970)

資本財産業産出高 1960=100 33.2
(1951/52)

224.1 10.6

基幹産業産出高 1960=100 46. 5 
(1951/52)

220, 9 8 .5

農業部n 所得ひ960/61ィ1波価格） 百方ル ピー 58,980
(1954/55)

84,000 2. 2

鉱工業部門所得（1%0/6坪度伽格） 十万ルビ一 ’ 7’ 890 
(1954/55)

20,740 6. 2

IH所 ：U, N. Economic Bulletin for Asia and the Far East. Vol. XXIII, N o .1 , Juno 1972,

in Eobinson & Kidroii (eda), Econonm-注（27) Cohen, B. L, "The International Development of India and Pakistan 
Development in S<mih Asia (London, 1970),

(28) Shenoy, B. Ibid., chapter VII| §1.
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効寧的に卖施されているようには思われない。

•1 十画の効率的な実施を行なうに当っては，経済 

のさまざまな謝門の調整が必要になるが，そのこ 

とは, f cるはんの一時点ではなく，針画の全期間 

に及ぶ継続的な過程にわたって必要となる。換g  

すれぱ,各部門はそれぞれに課せられた目標を遂 

' 行するだけでなく，厳密な時間表に従ってその目 

漂を遂行しなけれぱならないのである。一部門に 

おけるf十画達成の赛れは，それに関連した他部門 

' における計画達成の連れの原因にもなりうる。し 

, たがって，直接的行政統制に係わる遅延は，それ 

自体費用が捧むことのはかに，計画遂行の全過程 

の歩調を乱すととになりかねないのである。計画 

のさまざまな部分と経済のさまざまな部門との問 

の r統合J の度合が高ければ高いほど，この危險 

はますます大きくなる。J

このように政府の経済への過度な行政介入は，経済 

政策の効率的な運用とは捐反する現象といえよう。な 

お，ちなみにインドではI960年代後半には政府の規制 

を緩和する方向で若干経済政策上の変化がみられた。 

66年には長年の爐案となっていたルピーの切下げが実

施されるとともに, , 輸入がやや自由化された。また， 

産業（03発 . 規制）法ならびに重要物資法の一部が改正 

され，外資政策，価格統制が若干̂緩和された。さらに 

は，印バ戦争の勃発， 2 年続きの旱害による農産物 

減産. 与党会議派の内部分裂などにより，66年からま 

施される予定であった第4 次 5 力年計画が69年までに 

その実施ギ殖期されるとともに，第 4 次計画の内容自 

体，投資総額に占める政府部門の比率が低下し,全体 

として誘導計画としての色彩を她めるにいたっ も 

ゥとも，69年には預金額5 億ルピー以上C0市ホ銀行14 
行が国(，化され， び政府による規制が強化される旗 

向にちる。いずれにせよ，インドにおける政麻の経済 

に対する広範な介入は，r社会主義盤J 社会の達成と 

V、う政治的要諧に応えた現象であるであるだけに，そ 

れ自体,経済開発政策の手段であると同時に目的とし 

てめ性格をも有しているものといえよう。しかしなが 

ら，この「社会主義壁J 社会という理念ま体,、その意味 

するところが必ずしも明確でなく，また現実妥協的な 

性格をもち合わせているがゆえに,究極的にはそれが 

ィンドにおける経済政策の効率的な運用を妨げる阻害 

要因を形成しているといっても過言ではないであろう， 

(慶應義塾大学大学院経済学®f究科博士課程〉

法 (31) M yln t, H.. Ibid., p. 3 0 0 ,邦訳， 320 ぺ…み 

( 3 2 ) 最近，インドの行政改ポ委貝会は，計画を員会の沾動範朋は訂圃の立案ならぴに評俩にのみ限走されるぺさであ>り, 

^[•画養員会は^̂伽上の権阪をもつべきではないとして，開発計画における機能の分権化を主張している。 Economic 
' Bulletin for Asia and the Far East, vol. X X III, No. 2, Septem ber 1972, p, 49.

《3 3 ) この銀行の国有化政策は，それまではfV御说されていた農業ならびに中小企業に対する融資を増加させるという社会 

正義の鋭/こくよりりミ施されたのでちクるが, 大企業に対する融資は従来通りなされたため，全体として銀行の碰資額が飛灌 

的にザ/大しそれがインフレめ進行に# |1ドを讲けるにいたった。
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17世紀前半ヨー夕シャにおける混合農業

.へンリ ベストの農業経営文書の分析 -

酒 田 利 夫

. はじめに : •.
I , ょムズエル，マナのま遷

n . ベスト家の系譜

I H .エムズ.エル，マナの構成 

i . 土 地 構 成 ii. 人的溝成

I V .ヘンリ一.ぺストの所销経営

i .  土 地 の 賃 贷 ii, 混合農業経営の主耍作業 

ili. 農差物の販虎 

結びにかえて

は じ め に

サスクは，1500—1640年のイングランドにおける 

農業経営を，混合農業経営塑Mixed farming t y p e と 

牧畜農業経営型Pasture farming ty p eの基本的に2 類 

型化し雨者の対照的な特徴として,前者の開放耕地

における共同農業.聚村形態且つ高度に組纖化された 

マナ共同体• 農業享業社会，後者の!a 込地におけ-る個 

別農業 . 散村乃至単独居住形態.副業としての家内エ 

業の広饥な存在を播摘している。また，イヴCCリット 

は，1500〜1640年における労働者人口labouring popu

lation の増加とその内部分解が，商類型の地域により 

対照的であることを指摘している。すなわち，混合農 

業地城においては，ェンクロウジャと結びついて労働 

者人ロ 0 内部分解が逸早く進行し，そこでの没落者、は 

牧畜農業地域にスクウォッターとして流入し，主とし 

て浮動的な季節労働者となったのに対して，牧畜農業 

地城にお、、ては，上述の如き混合農業地域における没 

落者を共同地という周辺にスクウォッターとして受け 

入れながら，土着の小農民労働者peasant labourerは,
(3 )

エンクロウチメント（= 小農ュンクロウジヤ）及び毛織物 

工業，金属加工業などの副業により，その存在を維持

* Robinson* C. B. (ed.), Rural Economy in Yorkshire in 1641, being the Farming and Account Books, of Elmswell, in 
the East Riding of the County of York‘ (Surtees Society Publications Vol. 33.),1857.(以下, Robinson, Rural Economy,, 
と略記する。）ここで予め本書の構成について倚舉に述べておく。木書は，①編者ロビソ 、I ンによる3 貝のぼ文，② Henry 
B estによる1641—1642年の自己の農業経営の状況. 農菜経営に閲する注意*当該地域における一般的な農菜慣行並びに生 

活慣行に関する記述（PP. 1 -148 ),③1616-1644年の会計帳海Account Bookの付録A (pp. 149-164),及び，財]ま目録 

Inventry 2 通並びに遗言状Wi l l 3 適を含む付録B (pp. 165-176),④編者による用語解glossary力、ら成る。ところで， 

付録Aの会計,帳鶴は極 6̂て断片的且ら不完全であり，これは袖助的利用に止め，分析は，主として②のB estの記述及び付 

錄B についてなされる。編あによる詳細な史料解説の欠如と②の記述における用語の珍奇さ（編者ロビンソンは,「本書の 

主たる価値は珍奇なる用語に満ちた文章にもる。J (i). viりと記している）は，分析を困難ならしめるが，その除，編者に 

よる® の；n語解並びに脚注は有用でもる。

法（1 、 Thirsk, J., "The Farming Regions of England", (in The Agrarian History of England and Wales, Vol.IV" 
1500-1640, ed. by Thii-sk, J.' 1967.)米川仲ム「イギリス地プi 史研究の流れと現状j (「史学雑誌j 80編 7 号，1971.), 
77H；同著『イギリス地域史研カJ序説31972, 42-43；PC参照。尚，米川教授も指摘されているように，サースクが聚村 

ニ-ノナ共同体，敗村ニマナ共同体の欠如i していない律は，兩額leiの相：5：の流®！性との関速で注意を耍する6 米川，前 

揭 文，77寅及び82更注,..同, ，前掲ffi,- 42S及び51H注. cf. Thii.sk, J,, "The Common Fields", (Past and Present. 
No. 29., 1964.)

( 2 ) 彼は，小良民労働者を， の保有地に一部生iS の其•盤をイぎし, 財/まロ錄を残す程族に审裕なるもと定義してい 

る Everitt, A., **Farm Labourers", (in The Agrarian History of England and Wales, Vol. IV.) pp, 412-413.
( 3 ) 彼は，エンクロ' ャを，「通常富裕な借地農乃至地生によI), 從しい共同体I招成員commoner8 の同想を得ず，し
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